
Ⅰ 給食費の改定について

１ 三条市の給食費

平成２６年度 小学校 中学校

給食費（年額） ４７,０００円 （県平均５２，７８８円） ５５,０００円 （県平均６１，０１７円）

給食費（月額） ４,７００円 （県平均 ４，９８４円） ５,５００円 （県平均 ５，７９５円）

１食単価 ２５０円 （県平均 ２７４円） ３００円 （県平均 ３２０円）

給食費の推移

平成１０年～１７年
（１１か月徴収）

平成１８年～２６年
（１０か月徴収）

小学校 中学校 小学校 中学校

年額

三条地区 ４７,６３０円 ５５,３３０円 ４７,０００円 ５５,０００円

栄地区 ４６,２００円 ５６,１００円
合併により統一

下田地区 ４６,２００円 ５８,３００円

月額

三条地区 ４,３３０円 ５,０３０円 ４,７００円 ５,５００円

栄地区 ４,２００円 ５,１００円
合併により統一

下田地区 ４,２００円 ５,３００円

１食単価

三条地区 ２５０円 ２９０円 ２５０円 ３００円

栄地区 ２４３円 ２９５円
合併により統一

下田地区 ２４５円 ３０５円

平成１８年の合併時に旧三条市の給食費に統一し、１１か月徴収から１０か月徴収に改定しただけで、
給食費は実質、平成１０年から値上していない。

１

※ 三条市の給食費は給食実施の県内２９市町村で一番低い！（別紙１）
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２ 物価の上昇等

年度 物価の上昇等 三条市の対応

２０
輸入飼料価格及び原油価格高騰でバター、
油類の価格が上昇、その他の食品も値上がり。

お楽しみ部分を少し減らすなど献立内容を見直し、給食費は値上げ
しなかった。

２６

・消費税増税 ５％→８％ 牛乳の冬期間試行停止（栄養価を維持した副食材料費にも対応）

・物価の上昇 献立内容の工夫
①魚など主菜の単価を落とす、②デザート類の単価を落とす、
③変わりご飯の回数を減らす、などの工夫により給食費を抑えている。

主な品目の価格変動 単位
平成２５年度

税抜価格
平成２６年度

税抜価格
比較（％）

主食 精米(統一方式米） 1㎏ 289.16 291.33 100.8

牛乳 牛乳 200㏄ 46.04 47.76 103.7

肉・卵類
豚肉（三条産） 1㎏ 1,080 1,400 129.6

鶏卵 1㎏ 245 250 102.0

野菜

きゅうり 1㎏ 800 950 118.8

ほうれん草 1㎏ 1,600 1,800 112.5

たまねぎ（県産） 1㎏ 150 200 133.3

冷凍食品 鱈角切り粉付き 1㎏ 780 1,000 128.2

チルド 鮭照り切り身 50ｇ 59.5 62.5 105.0

調味料
味噌 1㎏ 400 430 107.5

マヨネーズ 1㎏ 460 495 107.6

乾物 スライスアーモンド 1㎏ 1,100 1,410 128.2

缶詰他 たけのこ斗缶 1缶 6,750 8,500 125.9

２

３ 他市の給食費改定状況（別紙１）

安心・安全でおいしい給食を提供するため、給食費の改定が必要！



４ 給食費の改定（案）

３

平成１０年度から１６年間、献立や調理の工夫、安全で価格が安定した食材料の選定など、可
能な限り努力をして、現在まで据え置いてきたが、平成２６年度の物価の上昇が予想以上に大き
く、今後、安定的に望ましい給食を提供することが困難になっているため、平成２７年度から次の
ように改定する。

４,７００円（年間値上額）は、３月に新たに徴収することとし、４月～２月（８月を除く）の給食費は
現状維持とする。

改定の仕方

①物価上昇分（別紙２） ２６,６８６千円

②消費税３％引き上げ影響分

平成25年度432,440千円×0.03
１２,９７３千円

年間必要額（①＋②） …Ａ ３９,６５９千円

Ｈ２７給食予定数…Ｂ ８,４１３人

１人当たりの年間値上額…Ａ／Ｂ ４,７１４円

②増税
（3％）
12,973
千円

平成２５年度給食費総額４５４,０６２千円
（４３２,４４０千円＋消費税２１,６２２千円（５％））

①物価上昇分
26,686千円

平成２７年度給食費総額４９３,７２１千円

年間必要額
３９,６５９千円
（値上げ総額）

端数処理し、年間４,７００円の値上げとする。

改定額と算出根拠



４

その結果、平成２７年４月からの給食費は

現在の給食費
（１０か月徴収：８月・３月を除く）

改定後（平成２７年４月～）
（１１か月徴収：８月を除く）

小学校 中学校 小学校 中学校

年 額 ４７,０００円 ５５,０００円
５１,７００円

（県平均５２,７８８円）
５９,７００円

（県平均６１,０１７円）

月 額
４,７００円

（４月～２月）
５,５００円

（４月～２月）

４月～２月 ３月 ４月～２月 ３月

４,７００円 ４,７００円 ５,５００円 ４,７００円

（県平均４,９８４円） （県平均５,７９５円）

１食単価 ２５０円 ３００円
２７６円

（県平均２７４円）
３２２円

（県平均３２０円）

※ １食単価は、小学校年額÷１８７回（年間給食回数） 中学校年額÷１８５回（年間給食回数）
※ 中学３年生については、３月の給食回数が少ないため、３月分で調整する。



①主菜となる魚など食材の質の向上により、よりおいしい給食の提供ができる。
②ルレクチェなど高価な果物を含めて三条産農産物の使用量や回数を増やすことが

可能となり、子どもたちの地域の食への関心や感謝の心を育てることに繋がる。
③行事食や郷土料理などの献立を取り入れやすく、食文化の伝承に繋がる。

食育の「生きた教材」となる献立の充実が可能となり、子どもたちの健やかな
心身の成長や生涯にわたる望ましい食習慣の定着を図ることができる。

給食費改定による効果は

今後のスケジュール 11月 12月 Ｈ27．1月 2月

学校給食運営委員会
●

11/21

●平成２７年度予算案
（給食費改定決定）

教育委員会定例会 ● ●

保護者周知 ●

５



Ⅱ 給食費未納対策の強化について

１ 過去３年の未納額

２ 現在の未納対策

年度別
未納額

内 訳

就学援助費受給世帯 その他の世帯

金額 人数 割合 金額 人数 割合 金額 人数 割合

平成23年度 812,200 43 0.17% 332,800 16 37.2% 479,400 27 62.8%

平成24年度 873,050 29 0.19% 114,100 7 24.1% 758,950 22 75.9%

平成25年度 1,338,550 50 0.30% 501,000 21 42.0% 837,550 29 58.0%

２か月以上未納が続いた場合、校長名と教育委員会の連名で督促状を送付１

学期末に学校へ未納者調べ
学校から報告があった未納人数と未納月数
を学期ごとに行う給食費会計監査会へ提出

２

不納欠損処分（卒業後２年経過で納入義務が消滅）３

公平性が保てない、更なる取
り組みを（監査委員の指摘）

①学校による継続的な電話、文書及び家庭訪問
等による督促

②就学援助費受給対象世帯のうち、制度を利用し
ていない世帯に対して、制度の活用を奨励

③就学援助費受給世帯で未納が続いている場合、
学校長への交付をお願い

この間にも

未納対策の
強化が必要

６



３ 未納対策の強化（案）

（１）就学援助費支給世帯には
就学援助費には給食費が全額含まれていることから、「給食費及び修学旅行費等の受領及び執

行についての一切の権限を校長に委任する」方式に改める。

就学援助費受給申請書

次の理由により就学援助費受給の申請をいたします。

なお、審査にあたっては、三条市教育委員会が私と生計を共にする世帯の所得状況について調査され
ることに同意します。

また、認定を受けた場合は、学校給食費及び修学旅行費の請求、受領、執行等一切の権限を在学する
学校長に委任します。

申請書（案）

この対策により

平成２５年度で想定すると、５０１,０００円（２１人）の未納が解消！

（２）その他の世帯には
継続的な督促にも応じない場合、民事訴訟法に基づく支払督促の申立を行う。

支払督促とは、正式な裁判手続きによらず、簡易裁判所の書記官による書類審査だけで発
せらせるもので、公判や証拠調べ、相手方に対する尋問等がない簡易な手続きである。

相手方が異議を申し立てなければ、確定判決と同等の効力を持ち、強制執行も可能となる。
ただし、相手方が異議を申し立てたときは、通常の訴訟手続きに移行する。

支払督促とは

７



支払督促を導入した後の未納対策の流れ（案）

８

２か月以上未納が続いた場合、校長名と教育委員会の連名で督促状を送付１

督促状でも納入がない場合

校長名と教育委員会の連名で再督促状を数回送付

２

給食費を納める簡易裁判所に支払督促の申立を行う４

数回にわたる再督促状でも納入がない場合、最終督促状を送付
→ 「最終督促状でも納入がない場合、裁判所に支払督促の申立を行う。」ことを記載

３

これまでの取組

①学校による継続的な電話、文書及び家庭訪問等による督促
②就学援助費受給対象世帯のうち、制度を利用していない世帯に対して制度の活用を奨励

こ
れ
ま
で
の
取
組

新たな取組



給食費を納める

異議申立

民事訴訟へ

９

仮執行宣言付支払督促が確定判決（強制執行可能）と同じ効力をもつ。８

簡易裁判所への申立費用（手数料、郵便切手、官製はがき）、民事訴訟になった場合の弁護士費用等
については、市が負担する。

支払督促に係る費用負担は

簡易裁判所が仮執行宣言付支払督促（強制執行の予告）を送付７

それでも未納が続き、債務者から仮執行宣言付支払
督促受領後、２週間以内に異議申立がない場合

給食費を納める

簡易裁判所に仮執行宣言の申立６

それでも未納が続き、債務者から支払督促受領後
２週間以内に異議申立がない場合

申立書に不備がない場合、簡易裁判所が支払督促を送付５

給食費を納める


